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介護労働安定センター概要
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介護労働安定センターの事業内容

介護人材の育成

スキルアップ研修

事業者・中間管理者向けセミナー・講習

出張研修（オーダーメイド）

介護労働実態調査

介護の魅力発信動画の放映

介護の日の取り組み（11月11日）

介護労働懇談会

職場環境改善の支援

健康確保の支援

キャリア形成支援
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・労務管理や人材育成の専門家を多数選任しておりますので、お悩みや難しい問題も、

専門家が一緒に解決します。

・介護業界に詳しい専門職員（介護労働サービスインストラクター、介護能力開発アドバイザー等）が、

介護事業所に寄り添い、きめ細やかに働きやすく働きがいのある職場づくりを支援します。

相談援助事業（働きやすく働きがいのある職場づくり支援）

1事業所あたり
年3回（1.5時間/回）
ご利用できます。

介護職員等処遇改善加算（新加算）に関する相談もOK！



1事業所あたり
年1回（1.5時間/回）
ご利用できます。

1事業所あたり
年3回（1.5時間/回）
ご利用できます。

職員向け出張研修（オンライン含む）にも対応

雇用関係の助成金相談もできます！



神奈川支部「専門家無料相談・出張研修のご案内」チラシ

詳しくは介護労働安定センター 神奈川支部ホームページ（HP)をご覧ください。

（表面その１） （表面その2） （その１裏面申込書）
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介護労働安定センター HP  URL ⇒ https://www.kaigo-center.or.jp/

介護労働安定センターHPのご利用方法（その1）



介護労働安定センターHPのご利用方法（その1）続き



介護労働安定センターHPのご利用方法（その1）さらに続き



介護労働安定センターHPのご利用方法（その2）



介護労働安定センターHPのご利用方法（その2）続き



介護労働安定センターHPのご利用方法（その2）続き



雇用管理改善のための業務推進マニュアル（最新版）

～介護事業所のための働きやすい、
働きがいのある職場づくりのために～

職員が安心して、意欲的に仕事に取り組んでもらうためには、

労働条件等の整備やモチベーション向上等の取組みが重要です。

介護事業所における「働きやすさ」、「働きがい」の観点から、

第1章は「働きやすさ」、「働きがい」どちらも整えることの重要性を、

第2章は「働きやすさ」として労働基準法をはじめとする法定事項を、

第3章は「働きがい」として人材確保・定着のために工夫すべき方策

として編纂しました。

下記URLからダウンロードできます。
↓

https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/page3-2.html



詳しくは介護労働安定センター

神奈川支部へお問合せください。
（ホームページ、連絡先は資料に記載）
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